
和
歌
山
県
部
落
差
別
の
解
消
の

推
進
に
関
す
る
条
例

和
歌
山
県
で
は
、
県
民
の
皆
さ
ま
と
と

も
に
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
に
取
り
組
ん
で
き

た
結
果
、
部
落
差
別
は
解
消
へ
と
向
か
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、今
も
な
お
、

結
婚
な
ど
に
際
し
て
同
和
地
区
を
問
い
合

わ
せ
る
行
為
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に

同
和
地
区
を
忌
避
す
る
書
き
込
み
を
す
る

行
為
な
ど
の
部
落
差
別
が
発
生
し
て
い
ま

す
。こ

の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
和
歌
山

県
で
は
令
和
２
年
（
２
０
２
０
年
）
３
月

24
日
か
ら
「
和
歌
山
県
部
落
差
別
の
解
消

の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
を
施
行
し
て
い

ま
す
。
行
政
・
県
民
・
事
業
者
な
ど
が
一

体
と
な
っ
て
、
部
落
差
別
の
解
消
を
推
進

し
て
部
落
差
別
の
な
い
社
会
の
実
現
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

条
例
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な

れ
ま
す
。
県
民
の
皆
さ
ん
も
、
条
例
の
趣

旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
部
落
差
別
は
許

さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
認
識
の

も
と
、
す
べ
て
の
県
民
の
人
権
が
尊
重
さ

れ
る
豊
か
な
社
会
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

●
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
／
同
和
問
題
（
部

落
差
別
）
の
相
談
窓
口

☎
０
７
３
‐
４
２
１
‐
７
８
３
０

問
和
歌
山
県
人
権
政
策
課

☎
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３
‐
４
４
１
‐
２
５
６
３

 

和
歌
山
県
「
同
和
運
動
推
進
月
間
」

11
月
１
日（
日
）～
11
月
30
日（
月
）は
、

「
同
和
運
動
推
進
月
間
」で
す
。当
町
で
は
、

関
係
機
関
と
協
力
し
、
啓
発
活
動
を
実
施

し
ま
す
。

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

11
月
12
日
（
木
）
～
11
月
18
日
（
水
）

は
全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
」
強
化
週
間
で
す
。

全
国
の
法
務
局
・
地
方
法
務
局
で
は
、

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
に
よ
る
相
談
電
話
「
女
性

の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
を
開
設
し
、
女

性
の
人
権
問
題
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
て

い
ま
す
。
そ
の
一
方
、
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー

か
ら
の
暴
力
や
ス
ト
ー
カ
ー
、
セ
ク
ハ
ラ

な
ど
の
女
性
を
め
ぐ
る
人
権
の
問
題
は
依

然
と
し
て
数
多
く
発
生
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
通
常
の
受
付
時
間
を
延
長
す
る
と
と

も
に
、土
・
日
曜
日
も
相
談
に
応
じ
る
「
全

国
一
斉
『
女
性
の
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
』
強
化

週
間
」
を
実
施
し
ま
す
。

法
務
局
の
職
員
ま
た
は
人
権
擁
護
委
員

が
電
話
に
対
応
し
、
相
談
者
の
話
を
聞
い

て
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
一
緒
に
考
え

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
相
談
内
容
に
人
権

侵
犯
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
法
務
省

の
人
権
擁
護
機
関
と
し
て
事
案
に
応
じ
た

措
置
を
講
じ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

●
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０

・
強
化
週
間
中
の
受
付
時
間
／
８
時
30
分

～
19
時
（
土
日
は
10
時
～
17
時
）

・
通
常
（
強
化
週
間
以
外
）
の
受
付
時
間

／
平
日
の
８
時
30
分
～
17
時
15
分

問
和
歌
山
県
地
方
法
務
局
・
和
歌
山
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
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‐
４
２
２
‐
５
１
３
１

人
権
だ
よ
り
179

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日（
水
）
～
12
月
10
日（
木
）

■
人
権
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

有
田
川
町
教
育
委
員
会　

社
会
教
育
課

電
話　
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お
知
ら
せ

 

和
歌
山
県
「
人
権
を
考
え
る
強
調
月
間
」

11
月
11
日
（
水
）
～
12
月
10
日
（
木
）

は
「
人
権
を
考
え
る
強
調
月
間
」
で
す
。

当
町
で
は
関
係
機
関
と
協
力
し
、
啓
発
活

動
を
実
施
し
ま
す
。

 

人
権
特
設
相
談
所

11
月
19
日
（
木
）、
人
権
特
設
相
談
所

を
開
設
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。

●
場
所
／
清
水
会
館

●
時
間
／
13
時
か
ら
16
時
ま
で

 

電
話
に
よ
る
人
権
相
談
窓
口

・
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番
／
さ
ま
ざ
ま

な
人
権
問
題
の
電
話
に
よ
る
相
談

　

☎
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
１
１
０

・
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
／
い
じ
め
・

虐
待
な
ど
子
ど
も
の
人
権
問
題

　

☎
０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０
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